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第 49回協議会振り返りと今後の方向性について 

 

１．第４９回協議会での意見に対する検討結果について 

第 49回協議会において、新たな「重点事業認定手順について」を提案し、概ね了承されたところである

が、以下に示す４点についてご意見をいただいた。 

これらのご意見への対応ついて、事務局において検討を行ったため、下記のとおりお示しする。 

 

（１）重点事業にかかる認定件数について 

（ 意 見 ① ）重点事業として採択する数に上限をつけるべきではないか。 

（検討結果①）今後の動向を注視し、申請件数が年々増加するなどした場合は、必要に応じて検討していく。 

 

（２）仙台市の支援内容について 

（ 意 見 ① ）市職員の当日参加は、市民の役割を奪うことにもなるため、取組事業のプロセスの中の企 

画支援や助言など、当日の支援を前提としない方が良いのではないか。 

（検討結果①）募集要項に人的支援は記載せず、取組に対する事務的な支援を記載した。 

【参考資料３ ： 2～３ページ「２ 重点事業のメリット」 参照】 

 

（ 意 見 ② ）仙台市からの人的支援より、活動のための必要な手続きの相談に乗ってもらえるなど、情 

報共有しながら仙台市と連携して実施できるような支援を求めている。 

  （検討結果②）募集要項において、「重点事業のメリット」として、具体的な支援内容（助成金支給や情報発 

信支援、事業に関する個別相談）を記載した。 

【参考資料３ ： 2～３ページ「２ 重点事業のメリット」 参照】 

 

（ 意 見 ③ ）重点事業として決定した後の支援内容も検討し、協議会へ提出する資料の情報をまとめて 

いただきたい。 

  （検討結果③）重点事業認定後の仙台市の支援内容について、今後各団体と調整の上、協議会資料に記載する。  

              【資料２ ： ５、７、９、１１ページの 「支援内容」 参照】 

 

（３）重点事業の募集について 

（ 意 見 ① ）重点事業の選定要件について、「重点事業の基本的な考え方」の３つの要件をすべて満た

すものということが重要であるため、記載すべき。 

（検討結果①）募集要項に、重点事業の選定要件のすべてを満たす必要があることを記載した。 

【参考資料３ ： ３ページ「３ 選定の要件」 参照】 

 

（ 意 見 ② ）重点事業に認定されることで、市からどのような支援が受けられるのか、具体的な内容を 

取組団体は求めるため、支援内容に係る情報も募集の際にあると良いのではないか。 

  （検討結果②）募集要項に、重点事業認定のメリットとなる具体的な支援内容を記載した。 

【参考資料３ ： 2～３ページ「２ 重点事業のメリット」 参照】 

 

 
 

資料１ 
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（ 意 見 ③ ）重点事業の対象期間を年度で締めるなど、具体的な期間を示すと良いのではないか。 

（検討結果③）募集要項に、重点事業の対象期間を年度で区切ることを記載した。 

【参考資料３ ： ４ページ「５ 事業の期間」 参照】 

 

（ 意 見 ④ ）助成金の上限額など、数字が見えることで、応募しようという気持ちがでてくるのではないか。 

（検討結果④）助成金の上限額の設定については、本市の予算との兼ね合いもあることから、助成金を希 

望する団体数や希望する金額など、今後の動向を注視し、継続して検討していく。 

 

（４）重点事業のマネジメントについて 

  （ 意 見 ① ）小規模にも適用することで、件数も増加することを想定すると、仙台市のリソースにも限 

りがあるため、役割分担を明記することが必要となってくるのではないか。 

  （検討結果①）重点事業認定の段階で、支援内容等について明確にしていく。 

 

（ 意 見 ② ）市民に知られた大規模なイベントで、重点事業として認定されていない取組みもある。今 

後小規模事業も対象となるが、大規模事業と小規模事業のアンバランスを是正するよう 

な重点事業制度となってほしい。 

  （検討結果②）現段階においては、間口を広げることを目的とし、様々な取組事業が重点事業として位置 

付けられるよう、広瀬川ホームページや広瀬川インスタグラム等の SNSを通じて幅広く広 

報するほか、重点事業になり得る事業の活動団体への声掛けを行っていく。 

その結果として申請件数・認定件数の増加に伴い、偏りが見受けられる状態となった場合 

に、適正化にむけ改めて検討していく。 

 

２．令和８年度以降の取組事業及び重点事業の募集方法について 

 これまでの取組事業の募集及び重点事業の募集は、過年度の取組事業一覧に記載の団体を対象に行っ

てきた。今後は、より多くの広瀬川に関する取組事業を募集することも含め、下記のとおりのフローで取

組事業及び重点事業の募集を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

・重点事業候補の選定 

協議会の開催 

・重点事業の認定  ・取組事業の報告 

・翌年度重点事業の募集（※） （１月） 

（２月） 

（３月） 

・翌年度の取組事業とりまとめ 

【取組事業】 【重点事業】 

※新規団体への重点事業の募集について 

新規団体の事業認定にあたっては、新規団体に創生プランへの理解を深めていただく必要があるほか、団体の事務遂 

行能力を確認する。 

・翌年度取組事業の募集 

既存団体へ内容確認(継続掲載・内容更新・新規事業追加) 

新規団体への取組事業募集(広報媒体を利用し募集) 
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